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よ い ち の 人 口
令和８年１月３１日現在

人　口　 16,628 人 　（ー　46）
男　性 　 7,782 人 　（－　20）
女　性　　8,846 人 　（ー　26）
世帯数　　9,368 世帯（ー　24）

転　入　  32 人
転　出　  61 人
出　生　   3 人
死　亡　  32 人
その他　　12 人

●●異動の内訳●●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
令和２年国勢調査（確定値）

　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

○余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト
　応援寄附金として
・サッポロビール株式会社　
　　　　　　　　　　代表取締役社長　時松　浩
　　　　　　　　　　一金　１０，０００，０００円
・青池水産株式会社　代表取締役会長　青池　正
　　　　　　　　　　一金　１０，０００，０００円
○小学校用図書として
・特定非営利活動法人絵本屋だっこ　
　　　　　　　　　　代表理事　庄司　あいか
　　　　　　　　　　　　　　　ぼくのにぃに　４冊
○学校図書および余市町図書館資料として
・余市文芸編集委員会

１０万円分相当の図書資料および大型絵本
○余市町図書館資料として
・木村　文則
（故　大滝　光枝　殿　追善供養として）
　１０万円分相当の図書資料および

　大型絵本・大型紙芝居
（敬称略、金額や氏名など寄附者の希望により掲載
をしない場合があります。）

　問合せ　税務課 納税係　☎２１－２１１６

町税等に未納がある方に対して、２月に催告書を送
付しています。まだ完納されていない方は、指定期限
までに必ず完納するようお願いします。
　指定期限を過ぎても連絡や相談が無く、納付が確認
できない場合は、財産等の調査や、差押を行う場合が
あります。

催告書が届いていませんか？

納税にお困りの方へ

ご寄附に感謝 【税務課からのお知らせ】
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町税は納期限までに納付することになっています
が、病気や収入の減少等の事情がある場合には、分割
による納付など、個々の実情に応じた納税相談を受け
ています。
　納税にお困りの方は一人で悩まず
に、税務課納税係へご相談ください。

軽自動車等の変更手続きを
忘れずに

　軽自動車税（種別割）は４月１日現在の所有者に課
税されます。軽自動車等の名義変更や廃車をした場合
は、４月１日までに変更にかかる手続きを済ませてく
ださい。４月２日以降に手続きをしても、旧所有者に
年税額の全額が課税されますのでご注意ください。
　次の場合は手続きが必要となります
・軽自動車等を廃車した場合
・車両置き場の市区町村が変わった場合
・所有者が変わった場合
・盗難にあった場合

種別 手続きの場所・問合せ先

・・原動機付自転車原動機付自転車
　（１２５ｃｃ以下)　（１２５ｃｃ以下)
・・小型特殊自動車小型特殊自動車
・・ミニカーミニカー

税務課住民税係
☎２１－２１１５

１２５ｃｃを超え
る二輪車

札幌運輸支局
（札幌市東区北２８条東１丁目）
☎０５０－５５４０－２００１

軽自動車
（６６０ｃｃ以下）

全国軽自動車協会連合会
札幌地区事務所

（札幌市北区新川５条２０丁目１
番２０号）
☎０１１－７６８－３９５５

　軽自動車等の種別によって手続きの場所・問合せ先
が次のとおりです。

ふるさと納税事業者向け
説明会の開催

　日頃よりふるさと納税にご協力いただいている事業
者の皆さんを対象に説明会を開催します。
　複雑化が進むふるさと納税の各種ルールについて、
最新情報を含めてご説明いたします。
日　時：３月２６日（木）　１７：００～１８：００
場　所：中央公民館　２階　２０１・２０２
　説明会終了後に個別相談を行います。現在お悩みを
抱えている方はもちろん、新規でお取り組みを検討さ
れている方もぜひご利用ください。

申込みフォーム


